
第４回地域密着型サービス運営部会議事要旨 

日 時  平成２６年７月３１日（木）午前１０時 

 場 所  豊明市役所 政策審議室 

１ あいさつ 

２ 議題及び議事概要 

議題１：「グループホームスマイルおおくて」（認知症対応型共同生活介

護（介護予防を含む）事業所）の事業者変更に係る事業廃止に

ついて

議題２：「グループホームスマイルおおくて」の事業者変更に係る「認  

知症対応型共同生活介護（介護予防を含む）」事業の新規事業所

「グループホームファミリアおおくて」の指定について 

議題３：「池上台デイサービスセンター」（認知症対応型通所介護事業所）

の新規事業所指定について

議題４：「地域密着型 特別養護老人ホームラック」（地域密着型介護老 

人福祉施設入所者生活介護）の新規事業所指定について 

事務局より説明後、各委員より質問を受ける。 

議題１ 「グループホームスマイルおおくて」（認知症対応型共同生活介護

（介護予防を含む）事業所）の事業者変更に係る事業廃止について

 資料①に基づき、事務局より指定概要の説明がなされた。 

本議題は、「グループホームスマイルおおくて」が、議題２にある新規の

認知症対応型共同生活介護（介護予防を含む）事業所として、新たな事業者

へ譲渡することに伴う事業廃止である。 

 特に疑義はないため、事業廃止が承認された。 

議題２ 「グループホームスマイルおおくて」の事業者変更に係る「認  知

症対応型共同生活介護（介護予防を含む）」事業の新規事業所「グループホ

ームファミリアおおくて」の指定について 

 資料②に基づき、事務局より指定概要の説明がなされた。 

（質疑応答） 



Ｑ.今回は事業者が新たな事業者へ譲渡するということだが、もし事業廃

止ということになれば、市としてはどうするのか？ 

Ａ.その場合は、公募指定することが考えられる。 

 質疑応答ののち、特に疑義はないため、新規指定が了承された。 

議題３ 「池上台デイサービスセンター」（認知症対応型通所介護事業所）

の新規事業所指定について

 資料③に基づき、事務局より指定概要の説明がなされた。 

本議題は、本市被保険者が、本市にはない認知症対応型通所介護の利用希

望があったため、市外の事業者を指定するものである。 

特に疑義はないため、新規指定が了承された。 

議題４ 「地域密着型 特別養護老人ホームラック」（地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護）の新規事業所指定について

 資料④に基づき、事務局より指定概要の説明がなされた。 

本議題は、本市被保険者が入所中の市外の特別養護老人ホームが、地域密着

型介護老人福祉施設となったことに伴い、引き続き利用するために指定する

ものである。 

特に疑義はないため、新規指定が了承された。 

３ その他 

事務局より、今後は、本市被保険者が市外の地域密着型施設の利用を希望

することに伴う市外地域密着型施設みなし指定については、その都度本部会

を開催することはせず、直近の部会での報告とする旨の取り扱い変更が提案

され、了承された。

出席委員５名 欠席委員０名 

傍聴者０名 

問合せ先 豊明市役所 高齢者福祉課 介護保険係 電話 0562-92-1261 



第４回地域密着型サービス運営部会次第

日 時  平成２６年 ７月３１日（木）

午前１０時から

場 所  豊明市役所 東館３階 政策審議室

１ あいさつ

２ 議 題

（１）「グループホームスマイルおおくて」（認知症対応型共同生活介護（介護予防

を含む）事業所）の事業者変更に係る事業廃止について   ・・・資料１

（２）「グループホームスマイルおおくて」の事業者変更に係る「認知症対応型共同

生活介護（介護予防を含む）」事業の新規事業所「グループホームファミリアお

おくて」の指定について                 ・・・資料２

（３）「池上台デイサービスセンター」（認知症対応型通所介護事業所）の新規事業所

指定について

                              ・・・資料３

（４）「地域密着型 特別養護老人ホームラック」（地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護）の新規事業所指定について

                              ・・・資料４

（５）その他

３ その他

・会議録のホームページ掲載について

・今後の予定について



地域密着型サービス事業所指定（廃止）概要

事業所の種類  認知症対応型共同生活介護（介護予防を含）

事業内容    認知症である要介護者及び要支援２の者に対して、入浴、排泄、食事

等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。

代表者     医療法人 南信会

        理事長 吉村 宅弘

事業所名称   グループホーム スマイル おおくて

所在地     豊明市大久伝町南５８番地

連絡先     ０５６２－９３－５９７１

管理者     不在

利用定員    ９名

廃止理由    事業所（法人）代表者（経営者）の変更による。 

指定廃止年月日 平成２６年８月３１日

資料 １ 



地域密着型サービス事業所指定（予定）概要

事業所の種類  認知症対応型共同生活介護（介護予防を含）

事業内容    認知症である要介護者及び要支援２の者に対して、入浴、排泄、食事

等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。

代表者     医療法人 悠山会 理事長 山内達司

事業所名称   グループホーム ファミリア おおくて

所在地     豊明市大久伝町南５８番地

連絡先     ０５６２－９３－５９７１

管理者     橋本 仁

利用定員    ９名

協力医療機関  １ 山内外科（名古屋市天白区）（緊急時における対応等）

        ２ 黒川医院（名古屋市千種区）（緊急時における対応等）

３ ワイワイデンタル赤池（日進市）（歯科医療機関）

人員基準    ・介護従業者

【日中】利用者３人に対して１人以上

         【夜間】夜勤職員１人以上

        ・計画作成者 原則専従の常勤者

（支障がない場合は当該ユニットの他の職務に従事可）

・管理者 原則専従の常勤者

         （支障がない場合は当該ユニットの他の職務又は同一敷地内ある

他の事業所等に従事可）         

設備基準等   ・入居定員５人以上９人以下

        ・居室：定員原則１人、床面積７．４３㎡（和室４．５畳）以上。

・居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備を設ける。

        ・利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保されること。

指定予定年月日 平成２６年９月１日

資料 ２ 



地域密着型サービス事業所指定（予定）概要

事業所の種類  認知症対応型通所介護

事業内容    認知症である要介護者に対して、入浴、排泄、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行う。

代表者     有限会社 マインズ  代表取締役 堀田勝市

事業所名称   池上台デイサービスセンター（単独型）

所在地     名古屋市緑区池上台三丁目６６番地

連絡先     ０５２－８９１－５５１５

管理者     辻丸優子

利用定員    １０名（１サービス提供単位毎の利用定員１２名以下）

人員基準    ・生活指導員 サービス提供日毎に１人以上

・看護職員または介護職員

サービス提供単位毎に２名以上配置し、常時１名以上確保

         （支障がない場合、他のサービス提供単位の職員として従事可）

        ※上記の内、１人以上は必ず常勤

        ・機能訓練指導員 １人以上

・管理者 原則専従の常勤者

         （支障がない場合は当該ユニットの他の職務又は同一敷地内ある

他の事業所等に従事可）         

設備基準等   ・食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室、消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備を設ける。

・合計面積は、３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上。

        ・居宅介護支援事業者等への連携が確保されていること。

指定予定年月日 平成２６年９月１日

資料 ３ 



地域密着型サービス事業所指定（予定）概要

事業所の種類  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

事業内容    定員２９人以下の特別養護老人ホーム（当該施設は定員１０名）で、入

所者の能力に応じた日常生活を営み、要介護状態の軽減または悪化の防

止を助ける。

代表者     社会福祉法人 善心会  理事長 黒川善栄

事業所名称   地域密着型 特別養護老人ホーム ラック

所在地     岐阜県安八郡神戸町北一色３番地１

連絡先    ０５８４－２８－１３００

管理者     窪田敏彦

入所定員    １０名

協力医療機関  １ 黒川胃腸科、外科クリニック（訪問診療、緊急対応等）

２ しまむら歯科クリニック（訪問診療、緊急対応等）

 （契約上は安八歯科医師会だが上記クリニックが対応することが多い）

施設の形態   サテライト型居住施設（ユニット型）

※ サテライト型とは、本体施設と密接な連携を確保しつつ別の場所で運

営する施設です。

※ ユニット型とは、居室が個室化され、介護形態を１０人程度の小集団

化とし個人空間と共用空間を完全に分離したものです。

人員基準    ・従業者（介護職員又は看護職員の数）

【日中】利用者３人に対して１人以上

         【夜間】２ユニットごとに１人以上

        ・介護支援専門員 常勤専従（支障がない場合、他の職務に従事可能）

・管理者 常勤専従（支障がない場合、他の職務に従事可能）

⇒併設事業所「特別養護老人ホームラック」と兼務

設備基準等   ・ユニットの入居定員１０人以下

        ・居室：定員原則１人、床面積１０．６５㎡（和室６畳）以上。

・共同生活室、食堂、洗面、浴室、医務室、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備を設ける。

        ・利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保されること。

指定予定年月日  平成２６年９月１日

資料 ４ 


